
 

令和８年度富山県商店街活性化支援事業の募集について 
 
 

１ 趣旨 

商店街及びその周辺地域（認定中心市街地を除く）において、自らの努力と工夫により

商店街の活性化や、にぎわい回復にむけた取組みを行う商店街組合等を支援する。 

 

２ 応募対象者 

  ・商店街振興組合、事業協同組合、商工会、商工会議所、ＮＰＯ法人、任意団体等 

共同店舗は、事業協同組合、特定会社、任意団体として対象となります。 

賑わいづくり支援事業は、個人も対象となります。 

 

３ 事業内容 

(1) 重点支援事業  

商店街活性化プランを作成し、下記(2)～(3)の取組みを複合的に実施する 

事業に対して支援 

補助率：県 1/3（市町村 1/3） 補助対象期間：最高３年 補助限度額：10,000 千円 

 

 (2) 魅力づくり支援事業 

商店街の新たな魅力創出に向けた事業に対して支援 

補助率：県 1/4（市町村 1/4） 補助対象期間：単年度 補助限度額：3,000 千円 

 

(3) 人づくり支援事業 

    商店街を支える人材の育成・確保に資する事業に対して支援 

補助率：県 1/4（市町村 1/4） 補助対象期間：単年度 補助限度額：1,000 千円 

 

(4) 賑わいづくり支援事業  

商店街の賑わい創出に向けた事業に対して支援 

補助率：県 1/4（市町村 1/4） 補助対象期間：単年度 補助限度額：500 千円 

 

４ 応募方法 

(1) 募集期間 

令和８年４月１日（水）以降随時、申請受付 

※予算額に達した時点で募集終了 

 

(2) 提出書類 

①様式第１号 交付申請書（事業者作成） 

  ②様式第２号 事業計画書（事業者作成） 

  ③様式第３号 収支予算書（事業者作成） 

  ④その他関係書類 

・ 補助事業者の概要に関する書類 

・ 申請に係る商店街と事業実施場所を示す地図 

・ 見積書の写し又は積算の根拠となる資料 

・ その他参考となる資料 

・ 商店街活性化プラン（重点支援事業を行う場合） 

 

(3) 応募上の注意 

・応募の際には、市町村からの同額以上の補助見込みが必要となりますので、各市

町村担当課にご相談ください。 



 

 

(4) 提出先・お問合せ先 

富山県 商工労働部 地域産業振興室 経営支援課 地域産業・商業活性化担当 

〒９３０－８５０１ 富山市新総曲輪 １－７ 

ＴＥＬ:０７６－４４４－３２５３ 

事業者は、各市町村担当課を通じて補助金交付申請書を提出してください。 

必要な場合は事前にご相談ください。 

 

５ 審査について 

   提出された書類に基づいて、県経営支援課にて審査を行います。必要に応じて関係者に

対し、ヒアリングを実施する場合があります。 

  ＜採択基準＞ 

○必要性  商店街の課題解決のため、必要性、緊急性が高いこと。 

○実現性  プラン・事業の実施や継続などについて、熟度が高い、商店街全体の活性

化策の方向性と合致していること。 

○実効性  事業の実施により商店街の売上や集客力の向上が見込まれる等、商店街の

活性化に効果が高いこと。 

 

   

 


